
2022年10月1日現在

(１）

①基本額 
要介護認定により変動します。　　

円/日 円/日 円/日 円/日

円/日 円/日 円/日 円/日

円/日 円/日 円/日 円/日

円/日 円/日 円/日 円/日

円/日 円/日 円/日 円/日

②加算額  
基本額に、以下のサービス利用料が加算されます。料金は、各要介護度共通です。

開始日
 から

6月以内

開始日
から
6月超

提供時間

6時間以上7時間未満

要介護度
サービス
利用料金

利用者様
１割負担分

利用者様
２割負担分

利用者様
３割負担分

要介護２ 8,904 891 1,781

下記の料金表によって、利用者様の要介護度要支援度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付金を控除
した金額（自己負担額）をお支払い下さい。

通所リハビリテーション

2,672

要介護３ 10,275 1,028 2,055 3,083

要介護１ 7,490 749 1,498 2,247

要介護４ 11,910 1,191 2,382 3,573

要介護５ 13,514 1,352 2,703 4,055

入浴介助加算Ⅰ 422円/日 43円/日 85円/日 127円/日

サービス
サービス
利用料金

利用者様
１割負担分

利用者様
２割負担分

利用者様
３割負担分

概要

入浴を提供した場合

口腔機能
向上加算Ⅰ

1,582円/回 159円/回 317円/回 475円/回

入浴介助加算Ⅱ 633円/日 64円/日 127円/日 190円/日
自宅訪問を行い浴室における動作および環境の評
価と環境設備に係る助言を行い、個別に計画書を
作成し当事業所で入浴を提供した場合

言語聴覚士、看護師等が個別に口内清掃の指導や
実施、又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導や
実施をした場合(月２回までの算定）

2,532円/月 254円/月 507円/月 760円/月

リハビリテーション
マネジメント
加算(A)イ(1)

利用者及び家族の参加を基本としたリ
ハビリテーション会議の開催を通じ

て、多職種が協働し継続的にリハビリ
テーションの質を管理し、理学療法士
等による計画書の説明がされた場合。

5,908円/月 591円/月 1,182円/月 1,773円/月

リハビリテーション
マネジメント
加算(A)イ(2)

口腔機能
向上加算Ⅱ

1,688円/回 169円/回 338円/回 507円/回
口腔機能向上加算Ⅰの内容に加えて、情報をLIFE
へ提出し、フィードバック情報を活用してサービ
ス提供した場合(月２回までの算定）

開始日
から

6月以内

開始日
から
6月超

1,877円/月

リハビリテーション
マネジメント
加算(A)ロ(2)

2,880円/月 288円/月 576円/月 864円/月

リハビリテーション
マネジメント
加算(A)ロ(1)

利用者及び家族の参加を基本としたリ
ハビリテーション会議の開催を通じ
て、多職種の協働とLIFEへの情報提出
及びフィードバック情報の活用によ
り、継続的にリハビリテーションの質
を管理し、理学療法士等による計画書
の説明がされた場合。

6,256円/月 626円/月 1,252円/月
開始日
 から

6月以内

開始日
から
6月超

2,627円/月

リハビリテーション
マネジメント
加算(B)イ(2)

5,380円/月 538円/月 1,076円/月 1,614円/月

リハビリテーション
マネジメント
加算(B)イ(1)

利用者及び家族の参加を基本としたリ
ハビリテーション会議の開催を通じ
て、多職種が協働し継続的にリハビリ
テーションの質を管理し、医師による
計画書の説明がされた場合。

8,756円/月 876円/月 1,752円/月
開始日
 から

6月以内

開始日
から
6月超

2,732円/月
リハビリテーション

マネジメント
加算(B)ロ(1)

9,104円/月 911円/月 1,821円/月

5,278円/月 573円/月 1,146円/月

もみの木デイケア料金表

1,719円/月

利用者及び家族の参加を基本としたリ
ハビリテーション会議の開催を通じ
て、多職種の協働とLIFEへの情報提出
及びフィードバック情報の活用によ
り、継続的にリハビリテーションの質
を管理し、医師による計画書の説明が
された場合。

リハビリテーション
マネジメント
加算(B)ロ(2)
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介護職員の賃金改善を実施している場合

＊LIFEとは厚生労働省が運用する科学的介護情報システムです。

利用者様負担分は、小数点以下切り捨てで表示をするため、１か月の合計単位数から計算した場合多少の誤差が

出ます。

ご利用料金の計算方法
①②の計算による１か月のサービス合計単位数×10.55（大和市の地域加算）＝◎◎円（１円未満切り捨て）
◎◎円―（○○円×利用者の負担割合（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者様負担額）

生活行為向上
リハビリテーション

実施加算

短期集中個別
リハビリテーション

実施加算
1,160円/日 116円/日 232円/日 348円/日

生活行為の内容の充実を図り、生活行
為向上リハビリテーション実施計画書
を作成し、生活行為の能力の向上に資
するプログラムを作成、計画的に実施
した場合

1,3187円/月 1,319円/月 2,638円/月 3,957円/月
開始日
から

6月以内

退院した日または要介護認定日から、3月以内の
期間に、個別リハビリテーションを集中的に週２
回以上行った場合

送迎減算 ▲495円/回 ▲50円/回 ▲99円/回 ▲149円/回

重度療養
管理加算

1,055円/日 106円/日 211円/日 317円/日
別に厚生大臣が定める手厚い医学的管理が必要な
状態の場合（要介護３・４・５の利用者様に限
る）

利用者が自ら通う、又は家族が送迎を行う
等、事業所が送迎を行わない場合は減算（片
道につき）

口腔栄養
スクリーニング加

算Ⅰ
211円/回 22円/回 43円/回 64円/回

中重度者
ケア体制加算

211円/日 22円/日 43円/日 64円/日

前年度の要介護状態の利用者様の総数のうち、要
介護３以上の方の占める割合が100 分の30 以上
であり、サービス提供時間帯を通じて看護職員を
1 以上確保している等、中重度の利用者様を受け
入れる体制を構築している事業所の場合

利用開始時および6ヶ月に1回、口腔内の健康状態
および栄養状態について確認し介護支援専門員に
情報提供した場合

科学的介護推進
体制加算

422円/月 43円/月 85円/月 127円/月

口腔栄養
スクリーニング加

算Ⅱ
52円/回 6円/回 11円/回 16円/回

利用開始時および6ヶ月に1回、口腔内の健康状態
または栄養状態について確認し介護支援専門員に
情報提供した場合

利用者様ごとの心身状況などに係る基本的な情報
をLIFEに提出してフィードバック情報を活用した
場合

リハビリテーション
提供体制加算４

253円/日 26円/日 51円/日 76円/日

移行支援加算 126円/日 13円/日 26円/日 38円/日事業者が利用者の社会参加等を支援した場合

リハビリ専門職が基準の一定以上配置されてお
り、その他の条件を満たしている場合

介護職員処遇
改善加算Ⅰ

利用合計単位数
×4.7%×10.55

円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

サービス
提供体制加算Ⅰ

232円/日 24円/日 47円/日 70円/日
介護職員のうち介護福祉士の割合が70％以上、そ
の他の条件を満たしている場合

介護職員の賃金改善を実施している場合

介護職員等特定処
遇改善加算Ⅰ

利用合計単位数
×2.0%×10.55

円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

介護人材確保のための取り組みとして更なる
介護職員の賃金改善を実施している場合

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

介護職員等ベース
アップ等支援加算

利用合計単位数
×1.0%×10.55

円/月
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(２）介護予防通所リハビリテーション

①基本額　　　
要支援認定により変動します。　　

円/月 円/月 円/月 円/月

円/月 円/月 円/月 円/月

円/月 円/月 円/月 円/月

円/月 円/月 円/月 円/月

＊

②加算額　
基本額に、以下のサービス利用料が加算されます。料金は、各要支援度共通です。

介護職員の賃金改善を実施している場合

時間による区分なし

利用開始月より12ヶ月を超える
と減額されます

個々にリハビリテーションを、計画作成、実施、
評価までの一連のプロセスで実施した場合（１月
１回の算定）

概要

生活行為の内容の充実を図り、生活行為向上リハ
ビリテーション実施計画書を作成し、生活行為の
能力の向上に資するプログラムを作成、計画的に
実施した場合

言語聴覚士、看護師等が個別に口内清掃の指導や
実施、又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導や
実施をした場合(月２回までの算定）

口腔機能向上加算Ⅰの内容に加えて、情報をLIFE
へ提出し、フィードバック情報を活用してサービ
ス提供した場合(月２回までの算定）

口腔機能向上サービスと運動器機能向上サービス
を両方実施した場合（１月１回の算定）

利用開始時および6ヶ月に1回、口腔内の健康状態
および栄養状態について確認し介護支援専門員に
情報提供した場合

要支援１ 21,659

体調不良や状態の改善等により介護予防通所介護計画に定めた期日よりもご利用が少なかった場合、利用料金
の日割りでの割引はしません。

サービス
サービス
利用料金

利用者様
１割負担分

利用者様
２割負担分

利用者様
３割負担分

生活行為向上
リハビリテーション

実施加算
5,929円/月 593円/月 1,186円/月 1,779円/月

要支援度
サービス
利用料金

利用者様
１割負担分

利用者様
２割負担分

利用者様
３割負担分

提供時間

2,166 4,332 6,498

要支援２ 37,970 4,219 8,438

▲85 ▲127

12,657

要支援１ ▲211 ▲22 ▲43 ▲63

要支援２ ▲422 ▲43

2,373円/月 238円/月 475円/月 712円/月

口腔機能向上
加算Ⅱ

1,688円/回 169円/回 338円/回 507円/回

口腔機能向上
加算Ⅰ

1,582円/回 159円/回 317円/回 475円/回

科学的介護推進
体制加算

422円/月 43円/月 85円/月 127円/月

口腔栄養
スクリーニング加

算Ⅱ
52円/回 6円/回 11円/回 16円/回

利用開始時および6ヶ月に1回、口腔内の健康状態
または栄養状態について確認し介護支援専門員に
情報提供した場合

利用者様ごとの心身状況などに係る基本的な情報
をLIFEに提出してフィードバック情報を活用した
場合

利用合計単位
数による円/月

279円/月

372円/月 557円/月

サービス
提供体制加算Ⅰ

介護職員のうち介護福祉士の割合
が70％以上、その他の条件を満た
している場合

928円/月 93円/月 186円/月要支援１

要支援２

介護職員等特定処
遇改善加算Ⅰ

利用合計単位数
×2.0%×10.55

円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

介護人材確保のための取り組みとして更なる介護
職員の賃金改善を実施している場合

介護職員の賃金改善を実施している場合
介護職員等ベース
アップ等支援加算

利用合計単位数
×1.0%×10.55

円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

介護職員処遇
改善加算Ⅰ

利用合計単位数
×4.7%×10.55

円/月

利用合計単位
数による円/月

利用合計単位
数による円/月

1,856円/月 186円/月

口腔栄養
スクリーニング加

算Ⅰ
211円/回 22円/回 43円/回 64円/回

選択的サービス複
数実施加算

5,064円/月 507円/月 1,013円/月 1,520円/月

運動器機能
向上加算
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＊LIFEとは厚生労働省が運用する科学的介護情報システムです。

利用者様負担分は、小数点以下切り捨てで表示をするため、１か月の合計単位数から計算した場合多少の誤差が

出ます。

ご利用料金の計算方法

①②の計算による１か月のサービス合計単位数×10.55（大和市の地域加算）＝◎◎円（１円未満切り捨て）

◎◎円―（○○円×利用者の負担割合（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者様負担額）

(３）介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者様の負担となります。

円／日

＊

＊ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された金額に合せて、利用者様の負担額を変更します。

個人が使用するリハビリ道具や自助具の材料費 実費

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、料金の変更をすることがあります。

サービスの概要 サービス利用料金

教養娯楽およびレクリエーションの材料費 実費

食事の提供に要する費用（昼食） 600
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